
通算lL~Jによるものと併算術lによるものとがある。通算制 と は国

鉄と地方鉄道 ・ 軌道との貨物蛍業キロ程(貨物営業キロ程を設

けていないものは営業キロ程)を合算し，その通算キロ程を基

礎として貨物巡貨を計算する方法であり，併卵細l とは国鉄線内

の営業キロ程に対する速貨 と地方鉄道 ・ 軌道線の営業キロ程に

対する巡貨とをそれぞれ算出 し， 最後にこれを合計した額を運

賃として収受する方法である。 併算制に よ る場合の運賃収受額

は， 連絡各織関ご と に算出された額を両者が収得するのである

から簡単であるが，通算制による場合は通算キロ程による単一

巡貨を，関係連総障壁闘で定めた留j賦率によって割賦した額を両

者が収得する。(鈴木助治)

うんちんのしょうかん 運賃の償還 すでに収受した運賃を

返戻することをいう。

鉄道運送においては巡賃は前払いが原則であるが(鉄道営業

法第 1 5 条， 鉄道運輸規程第 54 条) ， 鉄道が所定の区間および

数量の全部の速送を完了しなければ， 運送の目的は逮せられな

いのが通例であるから，その場合は巡貨の全額を払戻さなけれ

ばならないのが原則である。しかし部分的の運送て'お っ ても運

賃を収受できないことはかえって不公平の結果をきたす場合も

あるので， 法令は特別の規定を設けてその例外を認めている。

運賃の償還をする具体的事例

l 運送品が滅失した場合 運送品の全部または一部が不可

抗力で滅失した場合は， 商法第 576 条の規定によ っ て ， すでに

受取った迎!i'i:を返還することになっており，託送手荷物の場合

においてもとくに明文はないが，民法の危険負担の原貝IJ (民法

第 536 条)にしたがって運送品の場合と問機であると解されて

いる。運送品が荷送人の責任で滅失した場合は償還の問題は起

らないが， 鉄道の責任において滅失した場合においては， 運賃

を償還しなければならない。 しかしこの場合は鉄道に損害賠償

資任が生ずるから ， 損害賠償額に算入された状態において処理

されるのが通例である。

2 術送人が連送品の託送取消等をした場合 荷送人または

貨物引J央官Eの所持人が，商法第 582 条にもとづいて運送の中止，

運送品の返還その他の処分をした場合においては，運送業者は

巡送の割合に応じて運賃，立替金等を詐i求することができるが，

すでにそれ以上の運賃を収受している場合は， その差額を償還

しなければならない。

3 天災事変等による契約解除の場合 天災事変その他やむ

ことを得ない事由で運送することができなくな った場合は，旅

客または荷送人は鉄道営業法第 17 条にもとづいて契約を解除

することができるが， この場合においても鉄道は運送の割合に

応じて運賃その他の政用を請求することができる。 しかしすで

にそれ以上の運賃を収受している場合は，その差額を払いもど

さなければならない(鉄道巡輸規程第 17 ・ 72 ・ 44 条)。

4 旅客が旅行を中止した場合鉄道営業法第 16 条および

鉄道運輸規程鈎ー 14 条によると ， 旅客は乗車券の発行当日にかぎ

り乗車券に自主鉄を受ける前に，乗車券を返還して運賃の払戻し

を諮求することができるが， 乗車後旅行を中止したときには，

これを請求することはできない。

5 乗車券相当の座席がないため下級事への来線えの場合

旅客が乗車券相当の座席がないので，鉄道係員の認諾を受けて

F級事に衆車した場合は，その運賃の差額を諮求することがで

きる(鉄道巡輪規程第 15 条)。

6 巡r"(を余分に収受した場合 誤算その他のIff自によって

相当迎氏以上に述貨を収受した場合，または二重払いを受けた

場合は， 運賃償還の事例となるか否かについて疑義があるが，

うんちんりょ

とにかく余分の綴を払いもどさなければならない。

以上に例示したほか巡送契約が無効であったり ， 契約が解除

された場合は一般法の原貝IJにしたがって返還し，または欽道の

定める連送条件に該当して返還することもある。

国鉄では貨物運賃については貨物巡送規則第 67 条以下にお

いて，旅客 ・ 手荷物・小荷物の運賃については， 旅客および荷

物運送規則第 125 ・ 1 35 ないし 151 ・ 272 ないし 274 条等において，

運賃の払もどしにつき規定している。

運賃の償還を受ける権利は一般的な消滅原因によるのほか，

っき.の 2 つの事由によ って消滅する。その l は法律または運送

規則等で定められている期間が満了したと きであり，通常前者

の場合が除斥期間といわれ1走者の場合は約定消滅期間である。

その 2 は消滅時期jである。 ー」運賃償還債権の時効。旅客運賃

の払戻。(小鉢倉雄)

うんちんのわりもどし 運賃の割戻 一定期間内に所定の制

戻条件を満たした場合既収貨物運賃から一定割合の運賃を割引

し，既収運賃支払人に払戻をなすことをいう。 すなわち割引の

1 形態である。たど\1:-lJ引運賃は託送の際割引率を適用するに反

し，運賃割戻は一定条件を充足した場合に初めて過去にさかの

ぼって割引率を適用し，選E賃低滋額を払戻すという相違がある。

この方法は出貨誘致を対象とする貨物運賃の割引に係用され

るのであ っ て ， 一定の出貨量を確保するための方策として，ま

たは当該貨物が着地において，割引目的に振向けられたか否か

を確認したうえ行われるものである。

国鉄においては過去において出:l!{誘致のための出貨責任付特

定割戻およひ.輸出奨励のための輸出貨物述賃制戻を突施したが，

現在は出貨誘致を行うものにかぎり災施している。ー」出貨責

任付運賃刻展。(1.刻級外ー)

うんちんりょうきんしはらいほうぼう 運賃料金支払方法

運賃料金を支払う l時jtJJ .J，品所の相異による区分を指称し， そ

れが現金であるとか小切手であるとかの磁類はこの誇の場合間

わない。運賃料金支払方法にはつぎのものがある。

l 現 払 この方法は通常行われているもので，貨物で

あれば託送するさい，旅客であれば乗車券を購入するさい， そ

れぞれ現金を支払う方法である。鉄道が不特定多数者に手l閥さ

れかつ迅速に処辺!を裂する特殊性から，鉄道営業法第 15 条に

よれば旅客は営業上別段の定めのある場合のほか， 巡t'tを支払

い乗車券を受けなければ祭事することができないことを， また

鉄道運輸規程第 54 条によれば， 荷送人は貨物を託送する際そ

の運賃および料金を支払う べきことを義務づけている。このよ

うに利用に際し事前に運賃を支払う方法を運賃前払主義という。

2 後 払 常時多額の運賃料金を支払う者に対して， そ

のつど現金を取り扱わをることは鉄道 ・ 荷主双方にと っ て必ず

しも好ましい状態ではないので，この煩をさけるため，と く に

契約をした者に対し，貨物託送後鉄道の指定する日に運賃料金

を取りまとめ支払わせる方法をいう 。 国鉄では，小荷物運賃料

金後払規則および貨物運賃料金後払規則lにこの取扱方を定めて

い る。

3 予 納 あらか じめ予期される運賃料金額に応じた金

額を前も っ て納入させておき，後日突際の託送額に応じ精算す

る方法である 。 ただしこの方法は昭和 24 年以降国鉄において

は取扱っていない。

4 着 払 着地において荷受人に貨物を引渡す際， 荷受

人から運賃料金の収受をする方法で， 一般運送人の場合商法に

おいてはこれが原則とな っている。しかし鉄道運送におい℃は

現在この支払方法は例外で， 特定の貨物のみにかぎられている。
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